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第 44回湘南西部地区福祉有償運送運営協議会協議結果について 

 

 第 44 回湘南西部地区福祉有償運送運営協議会で行った書面協議の実施概要及

び協議結果等については、以下のとおりです。 

 

１ 実施概要 

(1) 協議事項 

   道路運送法第 79条の２に基づく新規登録申請について 

・特定非営利活動法人 フリードケアサービス       （平塚市） 

(2) 協議方法 委員ごとに書面で承認し、「表決書」を作成する。 

(3) 協議期間 令和５年 10月 10日（火）から 10月 23日（月）までの 14日間 

 

２ 協議結果 

(1) 表決書提出委員数 22名（委員 23名中 22名が提出） 

   湘南西部地区福祉有償運送運営協議会設置要綱（以下、「要綱」）第８条第

１項（委員の過半数出席）を書面協議の表決書提出数と読み替え、協議が成

立したとする。 

 

(2) 各事項の協議結果 

   単位（人）   

申請団体 承認 
承認 

しない 
合計 

特定非営利活動法人フリードケアサービス（平塚市） 22 0 22 

 

  上記各事業所の道路運送法第 79条の２に基づく新規登録申請については、承認多数

により協議が調った旨報告します。 

以 上 
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（参考～各委員からの事前確認内容及び各市や事業者の対応状況～） 

 

 

 第 44 回湘南西部地区福祉有償運送運営協議会へ提出された各申請等に関する

確認事項及び対応状況等は、以下のとおりです。 

 

１ 実施概要 

(1) 確認事項 

   道路運送法第 79条の２に基づく新規登録申請について 

   ・特定非営利活動法人 フリードケアサービス （平塚市） 

(2) 確認方法 

委員ごとに書面を確認し、「確認表」を作成する。 

(3) 確認期間 令和５年 10月 10日（火）まで 

 

２ 確認結果 

(1) 確認表提出委員数 23名（委員 23名中 23名が提出） 

(2) 申請内容等の確認結果 

     単位（人）  

申請団体 
確認事

項有 

確認事

項無 
合計 

特定非営利活動法人 フリードケアサービス 

（平塚市） 
４ 19 23 

  申請内容に対する各委員からの確認事項については、各市及び事業者が検討

のうえ下記のとおり対応いたします。 

(3) 申請内容に対する各委員からの確認事項と対応状況について 

   確認表で提出された申請内容に対する確認事項については、次のとおり対

応いたしました。 

ア 道路運送法第 79条の２に基づく新規登録申請について  

【特定非営利活動法人 フリードケアサービス（平塚市）】 

No. 委員からの確認事項 確認内容に対する事業所の対応 

１ Ｐ.２運送しようとする旅客の範囲 

「へ」の区分の人が、現在は名簿に

いない 

平塚市の区域でも「ヘ 介護保険法

施行規則第１４０条の６２の４第２号

のる基準（基本チェックリスト）に該当

する者」が会員になると具体的に見込

まれていたため、印を付けていました。

No.４の確認事項のとおり、藤沢市の会
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員を追記したことで「へ」区分に該当す

る方が掲載されましたので、「旅客の名

簿」及び「身体状況等、様態ごとの会員

数」を変更いたします。 

２ Ｐ.２自動車の数及びその種類ごとの

数（運輸支局と伊勢原市） 

申請書の車両の内訳が軽自動車を

含め３台だと思うが、表では２台にな

っている。 

 

記載誤りのため、御指摘の箇所を「３

両」に修正いたします。 

３ Ｐ.７定款の修正 

定款の理事名が異なっている。 

記載誤りのため、御指摘のとおりに

修正いたします。 

 

 

４ Ｐ.８、Ｐ.９旅客の名簿、会員数 

藤沢市で実施している会員につい

ても追記してください。 

別紙のとおり、会員を追記いたしま

した。 

 

５ Ｐ.９身体状況等、様態ごとの会員数

の総合計 

旅客の名簿の人数と身体状況等、様

態ごとの会員数の総合計に整合性が

ない 

 

別紙のとおり、重複があることを追

記いたしました。 

６ Ｐ.10運送の対価以外の対価 

湘南東部地区では待機料金が1時間

500円、福祉車両利用料は 500円だが、

今回料金を変更するなら、湘南東部地

区での料金変更の協議が必要となる。 

御指摘のあった待機料金及び福祉車

両利用料については、今後湘南東部地

区でも変更する予定です。次回開催さ

れる湘南東部地区運営協議会において

変更する旨の協議を行ってもらえるよ

う、速やかに手続きを行います。 

７ Ｐ.13車両の一覧 

車の所有者、使用者を車検証どおり

に記載してください。 

記載誤りのため、御指摘の箇所を別

紙のとおり修正いたしました。 
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８ Ｐ.37保険証券 

補償対象が本人限定になっている

車があるが、本人以外は運転しないの

か。 

 

この車両は、名義人以外は乗務いた

しません。 

 

９ 協議会全体について 

藤沢市で既に有償運送を行ってい

るため、運輸支局には「変更申請」で

行ってください。今回は今まで実施し

ていない湘南西部地区で新しく登録

するということで、「新規申請」の内容

で協議するという理解で良いか。 

 

湘南西部地区では新規の事業所であ

るため、新規の案件と同様に必要事項

について確認及び協議していただきま

した。協議が調った後には、御指示のと

おり申請手続きを進めます。 

 

以上 

 


